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※開封前に必ずお読みください。 

※ご注意：本サービスは、お客様にご登録をしていただくことにより、サービスが開始されます。 
本製品の包装を開封する前に下記規約をお読みいただきご了承いただきますようお願いいたします。 

本製品の包装を開封した場合には本規約にご同意いただいたものとさせていただきます。 

 

プリンターあんしんサポートパック同時購入パック４年(保証期間＋42 ヶ月)規約 

 

１．本規約は、｢プリンターあんしんサポートパック 同時購入パック 4

年(保証期間＋42 ヶ月)｣（以下、｢本製品｣という）により、登録票記

載の対象機器（以下、｢対象機器｣という）に提供されるサービス（以

下、「本サービス」という）について定めるものとします。 

２．本製品を購入いただいたお客様は、本製品購入後 3 ヶ月以内に、弊社

所定の登録票又はインターネットにて、株式会社リコー（以下、「弊

社」という）に登録するものとします。弊社は登録完了後、｢ＩＤ｣（以

下、｢ＩＤ登録証｣という）及び｢お客様ＩＤシール｣（以下、｢本シー

ル｣という）を会員に送付します。 

３．弊社は、ご登録いただいたお客様（以下、「会員」という）に対して、

本サービスを提供するものとします。本サービスの内容は次の通りと

します。 

①操作問い合せ 

対象機器（対象機器出荷時に同梱されていたドライバー及びユーティ

リティソフトを含む）の取扱い・操作方法に関するお問い合わせに回

答いたします。対応範囲は、対象機器に付属する操作説明書の記載範

囲とします。 

②障害切り分け 

対象機器と対象機器に接続されるコンピュータ(ＯＳやドライバー、

アプリケーション)等との障害切分けと障害対策の支援を行います。 

③訪問修理 

弊社の判断により、カスタマーエンジニア（以下、「ＣＥ」という）

を派遣して、弊社所定の点検・調整または故障の修復作業を行うとと

もに部品の供給・交換を行います。なお対象機器の純正オプションハ

ードウェアも含みます。 

４．本サービスは、対象機器の保証書に記載された購入日より起算して 4

年間提供されます。但し、会員がＩＤ登録証を受領するまでは、提供

を受けられないサービスがあります。また、保証書に対象機器の購入

日が未記入の場合には、弊社が本製品を出荷した日に 10 日を加算し

た日を購入日とみなします。 

５．本サービスの提供時間は下記の通りとします。 

＜本サービス受付時間＞ 

  月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）9:00～17:30 

＜訪問対応時間＞ 

  月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）9:00～17:00 

６．弊社は、本サービスに関わる業務の全部又は一部を弊社認定のサービ

ス実施店その他の第三者に委託することができるものとします。また、

弊社は自己の判断にて、本サービスの実施店を変更できるものとしま

す。 

７．対象機器の設置場所が弊社認定サービス実施店の所在地より片道 50

Ｋｍ以上の距離、かつ片道 2 時間以上かかる地区、及び離島などの場

合、会員は弊社の請求に基づき別途追加料金を負担するものとします。

但し、フルタイムオプションは離島などには提供されません。  

８．会員は本サービスの提供を受けるにあたり、次の事項を遵守するもの

とします。 

①自己の責任において、ＩＤ登録証及び本シールを保管する。 

②本サービスを利用する場合には、ＩＤ登録証に記載された会員専用電

話番号に連絡する。 

③対象機器に本シールを貼付する。 

④登録内容に変更が生じた場合には、速やかに弊社に連絡する。 

９．会員が次の各号に該当する場合には、弊社は会員に対し、本サービス

の全部又は一部の提供を停止、もしくは解約することができるものと

します。 

①ＩＤ登録証等を紛失したことにより、会員であることを確認できない

場合 

②本製品購入後 3 ヵ月以内に登録がされていない場合 

③虚偽の事実を登録した場合 

④本シールを対象機器に貼付していない場合 

⑤登録内容に変更が生じたにもかかわらず、弊社に連絡を怠った場合 

⑥本規約に違反した場合 

10．次に該当する事項は本サービスの適用外とします。 

①対象機器用の消耗品代及びその交換のための費用 

②対象機器の障害の原因が消耗品にあると弊社が判断し、かつ弊社指定

の消耗品以外のものが使用された場合の対象機器の障害の復旧 

③対象機器の純正オプションハードウェアのうち、プリンタケーブル及

び寒冷地用特別オプションの障害の復旧 

④天災地変、その他の不測の事故、または会員の故意もしくは重大な過

失に起因して発生した対象機器の障害の復旧 

⑤会員の使用するソフトウェア（対象機器出荷時に付属するソフトウェ

アを除く）に起因する障害の復旧 

⑥機器の障害及び保守にかかる破損データの回復（機器の記憶媒体内の

データは、会員の責任において適切な防御処置を実施するものとしま

す。） 

⑦本サービスの提供に起因しない対象機器及び対象機器に接続される

コンピュータなどに生じた機械の滅失、棄損、故障の修復 

⑧弊社が別途製品ごとに定める製品寿命を超えた場合 

11．会員の自己都合又は会員の責により本サービスを解約する場合は、弊

社はすでに支払われた本製品の対価を返金いたしません。 

12．(1)本サービスの実施にあたり、弊社の責めに帰すべき事由により、

会員に発生した通常損害に限り、弊社はその賠償の責めを負うもの

とします。この場合、弊社が会員に支払う損害賠償額は、当該損害

発生の直接の原因となった対象機器を本サービスの対象とする本

製品の購入価格を上限とします。但し、当該損害が弊社の故意又は

重大な過失に起因して発生した場合にはこの限りではないものと

します。 

(2)前項に拘わらず、次の各号に該当する会員の損害に対しては、弊

社は一切責任を負わないものとします。 

①対象機器の障害に起因してデータ破壊、業務停滞などの損害が生じ

た場合 

②会員の逸失利益、第三者からの会員に対する請求等、会員の特別損

害（弊社がかかる損害の発生を予見し、または予見し得た場合を含

む）が発生した場合 

③その他、弊社が負担すると定められている責任の範囲に属さない会

員の損害が発生した場合 

13．(1)会員および弊社は、自己または自己の役職員が、暴力団、暴力団

員その他の反社会的勢力(以下、反社会的勢力という)ではないこと、

および反社会的勢力が自己の事業活動に支配的な影響力を有して

いないこと、ならびに本サービスの提供、利用が反社会的の活動を

支援するものではなく、またはそのおそれがないことを誓約します。 

(2)会員および弊社は、反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力

に対して資金、便宜の提供、もしくは出資等の関与をする等、反

社会的勢力と関係を持ってはならないものとします。 

14．会員は、本製品及びこれにかかる権利を第三者に販売、譲渡、貸与そ

の他の処分をすることはできないものとします。 

15．本サービスの実施に伴い交換された旧部品または旧ユニットの所有権

は、弊社に帰属するものとします。 

16．会員および弊社は、本サービスの提供期間中であると否とを問わず、

本サービスの提供過程で相手から知得した全ての情報のうち、明確に

機密であると指定されたものに関しては、機密保持を厳守するものと

します。  

17．本サービスの実施に伴い、弊社が取得する個人情報の取扱いについて

は、弊社の定める「お客様の個人情報のお取扱いに関して」にて定め

るものとします。 

18．本規約に定めない事項および本規約の解釈に関して生じた疑義につい

てはその都度誠意をもって協議の上、友好的な解決を図るものとしま

す。万一協議が整わない場合には、東京地方裁判所を専属合意管轄裁

判所として解決するものとします。 
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